
 

      お問い合わせは長野労働局雇用環境・均等室まで 

          電話：026-22３-０５５１ 

このような疑問や相談にお答えします（無料）。 

ぜひ、ご利用ください！！！     

   

 長野労働局雇用環境・均等室では、大学生等を対象にアルバイトを始める  

前に労働条件の確認を促すことなどを目的とした「アルバイトの労働条件を 

確かめよう！」キャンペーンを実施しており、その一環として、信州大学 

松本キャンパスで出張相談を実施します。 

日 時：平成28年6月15日（水） 
         

       午前11時から午後2時30分まで  
 

場 所：信州大学 全学教育機構 南校舎１階 
 

      学生コミニュケーションスペース  

 

    ※事前予約不要  ※秘密厳守  

 長野労働局 

 

 同時開催！ 
 

『ショート労働法セミナー』 
 

   約15分でトラブルを避ける 

  ための必要な労働法の知識を 

  説明します。 

 労働条件を書いた書面をも
らわなかったけど、いいの？ 
 約束した仕事以外の仕事を
させられないかな？ 
 残業したら残業手当が出る
のかな？ 

 辞めさせてくれないと家族や
友人には相談したけど、 
 労働条件で困った時は、どこ
に相談すればいいんだろう？ 

シフトの決め方や変更が一方的
だし、約束した以上のシフトを
入れられたり、これじゃ、勉強
ややりたいことができないじゃ
ない！ 

 決められた時間以外に仕事した
のに給料が出ないなんてあんま
り！ 
 もし、仕事中にけがをしたら、
どうなるんだろう？ 
 労災保険が使えるのかな？ 


